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○青森県警察交通機動隊運営規程 

昭和61年３月13日本部訓令第６号 

改正 

昭和63年８月本部訓令第４号 

平成５年３月本部訓令第３号 

平成６年12月本部訓令第22号 

平成６年12月本部訓令第24号 

平成７年３月本部訓令第４号 

平成９年３月本部訓令第１号 

平成11年３月本部訓令第５号 

平成13年３月本部訓令第７号 

平成17年２月本部訓令第２号 

平成18年３月本部訓令第10号 

平成22年３月本部訓令第８号 

令和４年３月25日本部訓令第９号 

青森県警察交通機動隊運営規程を次のように定める。 

青森県警察交通機動隊運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、青森県警察交通機動隊（以下「交通機動隊」という。）の運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（編成及び活動区域） 

第２条 交通機動隊の編成は、別表第１のとおりとする。 

２ 青森方面隊、弘前方面隊及び八戸方面隊（以下「方面隊」という。）の所在地及び活動区域は、

別表第２のとおりとする。ただし、交通機動隊長（以下「隊長」という。）が必要と認めたときは、

当該活動区域を越えて活動できるものとする。 

（隊長の責務） 

第３条 隊長は、交通機動隊の機動力を効果的に運営するとともに、交通機動隊員（以下「隊員」と

いう。）の教養訓練及び安全運転管理に努めるものとする。 

（隊員の選任） 

第４条 隊員は、別に定める選考基準に適合し、かつ、良好な公衆関係を保持するにふさわしい者の

うちから選任するものとする。 

（指導員） 

第５条 隊員の運転技能及び車両整備技能の向上を図るため、交通機動隊に指導員を置くものとする。 

２ 隊長は、警部補又は巡査部長の階級にある者のうちから適格者を前項の指導員に指名するものと

する。 

（勤務制等） 

第６条 方面隊の隊員の勤務制は、日勤制勤務とする。 

２ 日勤制勤務のうち毎日勤務の勤務時間の割り振りは、次表の基準によるものとする。 

機動警ら ５時間

車両整備 １時間

書類作成 １時間

指示教養 45分

（運用計画等） 

第７条 隊長は、交通機動隊の効率的運用を図るため、交通事故の発生状況、交通量その他の交通事

情を勘案して、毎月20日までに翌月の運用計画を策定し、警察本部長（以下「本部長」という。）

の承認を受けるものとする。 

２ 隊長は、前項の運用計画に基づき、毎月25日までに翌月の勤務計画（様式第１号）を策定するも

のとする。 

（勤務の種別） 
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第８条 隊員の勤務の種別は、平常勤務と特別勤務とする。 

２ 平常勤務とは、次の各号に掲げる勤務に従事することをいう。 

(１) 機動警ら 隊長が別に定める警ら路線において、交通の指導取締りに従事するほか、必要に

応じて交通事故多発地点における街頭監視及び交通混雑箇所における整理誘導に当たること。 

(２) 車両整備 車両管理規程（昭和29年９月青森県警察本部訓令甲第20号）第12条に規定する通

常点検を行うこと。 

(３) 書類整理 機動警ら中に取扱いした事故、事件関係の書類作成及び簿冊等の整理を行うこと。 

(４) 指示教養 勤務に必要な法令、心得その他の事項について指示教養を受けること。 

３ 特別勤務とは、警衛、警護、警備実施、緊急配備その他隊長の命ずる特別の勤務に従事すること

をいう。 

（応援派遣） 

第９条 警察本部の課長等及び警察署長は、交通の指導取締り、警衛、警護その他警察業務の遂行上

交機隊の応援を必要とするときは、本部長にその派遣を要請することができる。 

２ 前項の応援派遣要請は、原則として派遣を必要とする日の10日前までに交通機動隊派遣要請書（様

式第２号）により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

（事件及び交通事故の取扱い） 

第10条 隊員は、事件及び交通事故について、次に掲げるところにより取り扱うものとする。 

(１) 交通法令違反事件のうち、交通反則通告制度が適用される違反事件は、必要な手続をした上

で交通反則通告センターに送付するものとする。ただし、当該違反事件以外の違反事件は、必要

な捜査をした上で関係機関に送致することができる。 

(２) 交通法令違反事件に係る被疑者を逮捕したときは、発生地を管轄する警察署長（以下「所轄

警察署長」という。）又は他の警察署長に留置を委託することができる。 

(３) 第１号に規定する違反事件以外の事件又は交通事故を取り扱った場合は、負傷者の救護、現

場保存、犯人の逮捕その他必要な初動措置を講じた上で、所轄警察署長に引き継ぐものとする。 

（服務心得） 

第11条 隊員は、勤務の特殊性を自覚し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 常に車両の整備点検を確実に行い、良好な機能を保持するように努めること。 

(２) 車両運転に当たっては、関係法令を遵守し、常に安全運転に努めること。 

(３) 常に言語態度を慎み、厳正公平を旨とすること。 

(４) 機動警らに当たっては、無線通信により常に隊員相互間の連絡を密にすること。 

(５) 機動警らに当たっては、交通事故の発生状況、交通量その他の交通事情の把握に努めること。 

（幹部会議） 

第12条 隊長は、毎月１回以上幹部会議を開催し、交通機動隊の運営等について協議するものとする。 

２ 幹部会議は、隊長、交通機動隊副隊長（以下「副隊長」という。）、方面隊長及び隊長が指名す

る者をもって構成する。 

（教養訓練） 

第13条 隊長は、毎月１回以上隊員を招集して定期的に会議を開催し、必要な教養訓練を実施しなけ

ればならない。 

２ 隊長は、隊員の職務遂行に必要な警察実務の習熟及び知識技能の向上を図るため、別に定める訓

練実施要領により指導教養を行うものとする。 

（巡回指導） 

第14条 隊長及び副隊長は、次の各号の基準により方面隊を巡回し、必要な指導監督を行うものとす

る。 

(１) 隊長 随時 

(２) 副隊長 毎月１回以上 

（勤務日誌） 

第15条 方面隊には、勤務日誌（様式第３号）を備え付け、勤務状況を記録しておくものとする。 

（活動状況の報告） 

第16条 方面隊長は、毎月の活動状況を活動状況調（様式第４号）及び車両別検挙状況（様式第５号）

により、翌月５日までに隊長に報告するものとする。 
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２ 隊長は、前項の活動状況を取りまとめ、翌月10日までに本部長に報告するものとする。 

（隊旗） 

第17条 交通機動隊に、青森県警察交通機動隊旗（以下「隊旗」という。）を置く。 

２ 隊旗の制式は、別図のとおりとする。 

（細目） 

第18条 この規程に定めるもののほか、交通機動隊の運営について必要な細目的事項は、隊長が定め

る。 

附 則 

この規程は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年本部訓令第２号） 

この訓令は、平成17年２月11日から施行する。 

附 則（平成18年本部訓令第10号） 

この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年本部訓令第８号抄） 

１ この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月25日本部訓令第９号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

 
別表第２（第２条関係） 

方面隊の所在地及び活動区域 

方面隊等 所在地 活動区域 

青森

方面

隊 

青森第一係 

青森第二係 

青森市大字三内字丸山198番地

４ 

青森警察署、青森南警察署、外ヶ

浜警察署、大間警察署、むつ警察署

及び野辺地警察署の管轄区域の全

域 
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弘前方面隊 
南津軽郡藤崎町大字藤崎字村

井25番地６ 

弘前警察署、鯵ヶ沢警察署、つが

る警察署、五所川原警察署及び黒石

警察署の管轄区域の全域 

八戸方面隊 八戸市城下１丁目16番25号 

八戸警察署、三戸警察署、五戸警

察署、十和田警察署、七戸警察署及

び三沢警察署の管轄区域の全域 

様式第１号（第７条関係） 

 
様式第２号（第９条関係） 
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様式第３号（第15条関係） 
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様式第４号（第16条関係） 
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様式第５号（第16条関係） 
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別図 
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備考 

１ 地質は西陣織、袷旗とし、色は緑色とする。 

２ 旗竿は黒塗とし、竿頭は銀色とする。 

３ 旭日章、月桂樹及び交機隊名は金糸刺しゅうとする。 

４ 飾り房は元房付とし、長さ15センチメートルの金糸四段とする。 


